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新旧対照表 

新 旧 

１～３ （略） 
 
 
４ 構造改革特別区域の特性 
 
  玉村町は、高崎市・前橋市・伊勢崎市・藤岡市に囲まれ、周辺４

市で約１００万人の人口を抱える地域（群馬県では「県央」と称し

ている。）の中心に位置している。通勤・通学に至便の地で活力あ

る町であるが、増え続けてきた人口も平成１７年から減少傾向に

転じてきており、第６次玉村町総合計画（Ｒ３～Ｒ１４）において

は、「暮らすなら、ここがいい。」をキャッチフレーズとして、働く

世代の定住促進を最重要課題に掲げ、まちづくりに取り組んでい

るところである。本計画の実施校であるフェリーチェ玉村国際小

学校は、開校以来、英語イマージョン教育による国際的な子ども

の育成に取り組んでおり、県内外の保護者から支持を受け、児童

数が急増している。今後も、県央地域の英語教育ニーズに応える

べく、英語教育が盛な本町で、その役割を担っていく。 
本町における義務教育課程の英語活動については、中学校にお

いて、平成３年より外国語指導助手（ＡＬＴ）を採用している。小

学校においても、平成１４年から採用し、「総合的な学習の時間」

を活用して英語に親しむ活動の取り組みを始めた。また、中学校

では、アメリカ合衆国ワシントン州エレンズバーグ市民との交流

を平成６年から開始し、中学生海外派遣事業（毎年２０名を派遣）

を実施するとともに、受け入れボランティアを定期的に招致し、

交流を深めている。 
また、地元にある群馬県立女子大学とは、平成２３年１月に「玉

村町と群馬県立女子大学の連携協力に関する包括協定」を締結し、

１～３ （略） 
 
 
４ 構造改革特別区域の特性 
 
  玉村町は、高崎市・前橋市・伊勢崎市・藤岡市に囲まれ、周辺４

市で約１００万人の人口を抱える地域（群馬県では「県央」と称し

ている。）の中心に位置している。通勤・通学に至便の地で活力あ

る町であるが、増え続けてきた人口も平成１７年から減少傾向に

転じてきており、第５次玉村町総合計画（Ｈ２３～Ｈ３２）におい

ても、働く世代の定住促進を最重要課題に掲げている。また、総合

計画では、「県央の未来を紡ぐ玉村町」をキャッチフレーズとして

まちづくりに取り組んでいるところであり、県央地域の英語教育

ニーズへの対応も本町エリアで担っていくというものである。 
 
 
 

本町における義務教育課程の英語活動については、中学校にお

いて、平成３年より外国語指導助手（ＡＬＴ）を採用している。小

学校においても、平成１４年から採用し、「総合的な学習の時間」

を活用して英語に親しむ活動の取り組みを始めた。また、中学校

では、アメリカ合衆国ワシントン州エレンズバーグ市民との交流

を平成６年から開始し、中学生海外派遣事業（毎年２０名を派遣）

を実施するとともに、受け入れボランティアを定期的に招致し、

交流を深めている。 
また、地元にある群馬県立女子大学とは、平成２３年１月に「玉

村町と群馬県立女子大学の連携協力に関する包括協定」を締結し、
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連携を深めている。特に国際コミュニケーション学部も平成１３

年４月に設立され、公立中学校の放課後学習支援など英語教育に

関する連携も図っている。 
  実施校のフェリーチェ玉村国際小学校と町内公立小学校の連携

としては、双方をオンラインでつなぎ、子ども同士の交流を通し

て、英語で自己表現するという必要感のある状況で授業が行われ

ている。さらに、本町の英語教育推進協議会（英語主任会議）にフ

ェリーチェ玉村国際小学校の教諭も加わり、今後目指すべき英語

教育を実現すべく、交流・協議を行っている。 
  町内公立学校の取り組みとしては、英語教育の充実を図るため、

教育課程特例校申請をし、小学校１、２年生についても、外国語活

動の授業を独自に実施している。また、外国語指導助手（ＡＬＴ）

を全小、中学校に配置している。さらに幼稚園にもＡＬＴを派遣

することにより、幼小中１２年間の一元教育による、英語能力の

向上を図っている。 
これらの事業を通じて、子どもたちや保護者の間に英語教育の

必要性と充実を求める声が高まりつつある。これまで町が取り組

んできた英語教育や国際交流事業などの更なる充実・発展を図る

ためにも、幼稚園や小学校など、早い段階から英語力や国際的な

コミュニケーション能力を身に付けられる教育環境の整備が必要

となっている。 
 
 
５ （略） 
 
 
６ 構造改革特別区域計画の目標 
 

本計画の目標は、英語教育ニーズが高まる中、新たな教育事業

として英語イマージョン教育を行う小学校を設置し、地域の要請

に応えるとともに、町全体の英語教育の充実・振興及び地域の活

連携を深めている。特に国際コミュニケーション学部も平成１３

年４月に設立され、公立中学校の放課後学習支援など英語教育に

関する連携も図っている。 
  （追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これらの事業を通じて、子どもたちや保護者の間に英語教育の

必要性と充実を求める声が高まりつつある。これまで町が取り組

んできた英語教育や国際交流事業などの更なる充実・発展を図る

ためにも、幼稚園や小学校など、早い段階から英語力や国際的な

コミュニケーション能力を身に付けられる教育環境の整備が必要

となってきている。 
 
 
５ （略） 
 
 
６ 構造改革特別区域計画の目標 
 
  本計画の目標は、英語教育ニーズが高まる中、新たな教育事業

として英語イマージョン教育を行う小学校を設置し、地域の要請

に応えるとともに、町全体の英語教育の充実・振興及び地域の活
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性化を図ることである。 
具体的には、英語によるコミュニケーション能力の伸長、国際

社会の理解促進及び国際人を育成するため、本計画では、民間企

業の意欲とノウハウを活用して、「学校設置会社による学校設置事

業（８１６）」による小学校を設置し、「国語」「社会」「算数」「理

科」を除く教科等について、英語イマージョン教育による指導を

行うものである。 
また、具体的な教育目標としては、①「国際社会で活躍できる力

を持つ子どもたちの育成」、②「英語を学びその背後にある生活・

文化・国の違いを学んでいく国際理解と平和に役立つ子どもの育

成」、③「国際化の中で、日本人としての歴史・文化・特性を身に

付ける子どもの育成」に取り組むものである。英語能力の具体的

な習得能力については、小学校卒業時に英検２級合格レベルの英

語力を身につけることを目標とする。 
 
 
７～８ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性化を図ることである。 
具体的には、英語によるコミュニケーション能力の伸長、国際

社会の理解促進及び国際人を育成するため、本計画では、民間企

業の意欲とノウハウを活用して、「学校設置会社による学校設置事

業（８１６）」による小学校を設置し、「国語」を除く教科等につい

て、英語イマージョン教育による指導を行うものである。 
 
また、具体的な教育目標としては、①「国際社会で活躍できる力

を持つ子どもたちの育成」、②「英語を学びその背後にある生活・

文化・国の違いを学んでいく国際理解と平和に役立つ子どもの育

成」、③「国際化の中で、日本人としての歴史・文化・特性を身に

付ける子どもの育成」に取り組むものである。英語能力の具体的

な習得能力については、小学校卒業時に英検２級合格レベルの英

語力を身につけることを目標とする。 
 
 
７～８ （略） 
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別紙（特定事業番号：８１６） 
 
１～３ （略） 
 
 
４ 特定事業の内容 
 
（1）～（3） （略） 

 
（4） 事業により実現される行為や整備される施設などの詳細 

 
    特区計画認定後、直ちに学校設置認可に向けた作業を開始

し、学校設置認可のための手続きを進めると同時に、教職員

の採用、校地校舎の整備、児童の募集等を行い、平成２７年４

月に開設した。指導にあたる外国人教員等については、本設

置校の教育方法等を熟知するための研修の機会を設け、開校

後の授業が効果的に行えるような体制を整える。 
    教育カリキュラムは、文部科学省の学習指導要領に準拠し

つつ、小学校では扱っていない英語科を全学年において設置

し、授業時数も各学年とも十分に確保するとともに、「国語」

「社会」「算数」「理科」を除く教科等について、外国人教師に

よる「英語イマージョン教育」を実施する。 
（具体的なカリキュラムは、別紙「教育課程表」のとおり。） 

    学校施設については、敷地内に校舎棟の増築及び運動場を

拡張し整備するものとし、それぞれ小学校設置基準等の法令

等に則ったものとする。体育館については、当面は町体育館

を使用するものとする。 
 
  校舎の設置位置の変更 
    既存校舎  ：群馬県佐波郡玉村町大字飯塚３２８番地 
    変更後の校舎：群馬県佐波郡玉村町大字飯塚３４５番地 

別紙（特定事業番号：８１６） 
 
１～３ （略） 
 
 
４ 特定事業の内容 
 
（1）～（3） （略） 
 
（4） 事業により実現される行為や整備される施設などの詳細 

 
    特区計画認定後、直ちに学校設置認可に向けた作業を開始

する。平成２７年４月の開設に向け、学校設置認可のための

手続きを進めると同時に、教職員の採用、校地校舎の整備、児

童の募集等を行う。指導にあたる外国人教員等については、

本設置校の教育方法等を熟知するための研修の機会を設け、

開校後の授業が効果的に行えるような体制を整える。 
    教育カリキュラムは、文部科学省の学習指導要領に準拠し

つつ、小学校では扱っていない英語科を全学年において設置

し、授業時数も各学年とも十分に確保するとともに、「国語」

を除く教科等について、外国人教師による「英語イマージョ

ン教育」を実施する。 
（具体的なカリキュラムは、別紙「教育課程表」のとおり。） 

    学校施設については、敷地内に校舎棟の増築及び運動場を

拡張し整備するものとし、それぞれ小学校設置基準等の法令

等に則ったものとする。体育館については、当面は町体育館

を使用するものとする。 
（追加） 
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   なお、株式会社群馬フェリーチェ学園によって設置される小

学校については、将来的に学校法人立への移行を目指している。 
 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 
 
（１） （略） 
 
（２） 当該株式会社の設置する学校が当該ニーズに対応する教育

を行うことが適切かつ効果的であると、地方公共団体が認め

た理由を含めた具体的な内容 
株式会社群馬フェリーチェ学園は、平成１６年から幼稚部

を開設し、現在は認定子ども園として１８２人が在園してい

る。さらに、小学部については、平成２１年から学校外の教育

施設として開設し、学校設置会社として小学校を開校する前

の平成２６年には、１学年から６学年まで、４３人が在籍し

ていた。この間の教育活動を通じて、各年代おける英語イマ

ージョン教育による指導のノウハウは蓄積されている。 
このノウハウを発展・応用させ具体化したものが小学校設

置という本計画となっており、実際に本特例を活用し、平成

２７年４月に小学校を開校している。開校後は、児童数が年々

増加し、現在、１学年から６学年まで、１７６人が在籍してい

る。株式会社が運営することにより、民間企業の意欲とノウ

ハウを活用して、創意工夫された教育サービスの提供がなさ

れており、保護者からのニーズも高まっている。 
また、幼稚部の保護者からの小学校設置の要望も強くあっ

たこともあり、現在、幼稚部からの入学希望者が定員４０名

の約７割を占めている。 
 
（３） 評価の方法及び審議会等合議制機関の構成について 

 
   なお、株式会社群馬フェリーチェ学園によって設置される小

学校については、将来的に学校法人立への移行を目指している。 
 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 
 
（１） （略） 
 
（２） 当該株式会社の設置する学校が当該ニーズに対応する教育

を行うことが適切かつ効果的であると、地方公共団体が認め

た理由を含めた具体的な内容 
株式会社群馬フェリーチェ学園は、平成１６年から幼稚部

を開設し、現在は認定子ども園として１１０人が在園してい

る。さらに、小学部については、平成２１年から学校外の教育

施設として開設し、現在、１学年から６学年まで、４３人が在

籍している。この間の教育活動を通じて、各年代おける英語

イマージョン教育による指導のノウハウは蓄積されている。 
このノウハウを発展・応用させ具体化したものが小学校設

置という本計画となっており、株式会社が運営することによ

り、民間企業の意欲とノウハウを活用して、創意工夫された

教育サービスの提供が期待される。  
また、幼稚部の保護者からの小学校設置の要望も強く、設

置後も継続的に一定の入学者が見込めるものである。 
 
 
 
 
 
 
（３） 評価の方法及び審議会等合議制機関の構成について 
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特区計画が認定された後、「地方自治法の規定による附属機

関」として本町が設置する玉村町国際教育特区学校審議会（以

下「審議会」という。）により、毎年１回（年度終了後）学校

評価を行うものとする。具体的には、学校経営の公共性、継続

性・安定性の観点から、学校教育法、小学校設置基準、学習指

導要領等に照らして、学校経営面及び教育内容面等について

適切に評価できるよう、必要な評価項目を町が設定し評価を

行うものとする。また、学校評価の一環として、中小企業診断

士等による経営診断を計画しており、診断結果について審議

会が評価する。それに基づき、本町教育委員会により必要な

指導・助言を行うものとする。なお、実施した評価の内容は、

町ホームページなどにより広く公表する。 
また、審議会は、「学校の設置認可に関すること」、「学校評

価に関すること」、「学校経営が悪化した際の調査審議に関す

ること」、「本町の事務局体制を含む指導監督全般に関するこ

と」等の事項を所掌し、審議及び答申又は意見具申等を行う

ものとする。委員構成は、「学校の関係者」、「学識経験のある

者」、「企業経営に関し知識経験のある者」、「企業経営者」等の

関係者を予定している。  
なお、学校管理、教育指導の知見を有する職員の配置につ

いては、当町教育委員会では、管理担当として教職員係長１

人・指導担当として教科指導係長、生徒指導係長の２人が配

置されており、主に管内の２幼稚園、５小学校、２中学校の指

導に当たっており、この体制を活用して当該学校に対し本町

教育委員会が指導に当たるものとする。 
 
（４）～（５） （略） 
 
（６） 株式会社に学校の設置を認めるにあたって、当該株式会社

に求められる一定の要件について 
本町では、「学校設置認可基準」を制定する。主な要件とし

特区計画が認定された後、「地方自治法の規定による附属機

関」として本町が設置する玉村町国際教育特区学校審議会（以

下「審議会」という。）により、毎年１回（年度終了後）学校

評価を行うものとする。具体的には、学校経営の公共性、継続

性・安定性の観点から、学校教育法、小学校設置基準、学習指

導要領等に照らして、学校経営面及び教育内容面等について

適切に評価できるよう、必要な評価項目を町が設定し評価を

行うものとする。また、学校評価の一環として、中小企業診断

士等による経営診断を計画しており、診断結果について審議

会が評価する。それに基づき、本町教育委員会により必要な

指導・助言を行うものとする。なお、実施した評価の内容は、

町ホームページなどにより広く公表する。 
また、審議会は、「学校の設置認可に関すること」、「学校評

価に関すること」、「学校経営が悪化した際の調査審議に関す

ること」等の事項を所掌し、審議及び答申又は意見具申等を

行うものとする。委員構成は、「学校の関係者」、「学識経験の

ある者」、「企業経営に関し知識経験のある者」、「企業経営者」

等の関係者を予定している。  
 
なお、学校管理、教育指導の知見を有する職員の配置につ

いては、当町教育委員会では、管理主事１人・指導主事２人が

配置されており、主に管内の２幼稚園、５小学校、２中学校の

指導に当たっており、この体制を活用して当該学校に対し本

町教育委員会が指導に当たるものとする。 
 
 
（４）～（５） （略） 
 
（６） 株式会社に学校の設置を認めるにあたって、当該株式会社

に求められる一定の要件について 
本町では、「学校設置認可基準」を制定する。主な要件とし
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て、「学校経営のための資産等を有すること（資産要件）」、「学

校経営を担当する役員に学校経営の知識及び経験があるこ

と」、「学校経営を担当する役員に社会的信望があること」等

を定めており、株式会社に学校の設置を認可するにあたって

は、その適合の確認について、審議会を設置して審議するも

のとする。 
①資産要件について 

校地及び校舎の基本財産については、原則として自己所

有であること。また、運用財産は、開設年度の年間経常経費

の半年分に相当する運用資金を有することを想定してお

り、当該株式会社は、本要件を満たしていると判断してい

る。 
②役員に求める「学校経営に必要な知識」及び「社会的信望」

について 
当該株式会社の役員については、公立学校及び私立学校

の教諭として、現場での教育実践に携わった経験を持つこ

とに加え、文部科学省海外派遣教員の経験を有す者や、幼

児期から小学生の時期における英語バイリンガル教育につ

いて、専門的な知識を有する者もいる。 
また、当該株式会社は、平成１６年から幼稚部を開設し、

現在は幼児期における基礎的な英語力や会話力の修得を目

標とする認定こども園を経営し、その実践的な英語教育は

高い評価を得ており、本町内外から１８２名の園児が通園

している。 
さらに、幼稚部で培った基本的な英語力を最大限に伸ば

すためには、１２歳までのバイリンガル教育を必要とする

方針の下、また、保護者からの強い要望もあって、当該株式

会社は平成２１年から小学部（私塾）を開設し、平成２６年

まで運営、その後、平成２７年４月から学校設置会社によ

る小学校として開校した。当該小学校には、現在、１学年か

ら６学年まで、１７６名が在籍している。 

て、「学校経営のための資産等を有すること（資産要件）」、「学

校経営を担当する役員に学校経営の知識及び経験があるこ

と」、「学校経営を担当する役員に社会的信望があること」等

を定める予定であり、株式会社に学校の設置を認可するにあ

たっては、その適合の確認について、審議会を設置して審議

するものとする。 
①資産要件について 

校地及び校舎の基本財産については、原則として自己所

有であること。また、運用財産は、開設年度の年間経常経費

の半年分に相当する運用資金を有することを想定してお

り、当該株式会社は、本要件を満たす見込みであると判断

しているものである。 
②役員に求める「学校経営に必要な知識」及び「社会的信望」

について 
当該株式会社の役員については、公立学校及び私立学校

の教諭として、現場での教育実践に携わった経験を持つこ

とに加え、文部科学省海外派遣教員の経験を有す者や、幼

児期から小学生の時期における英語バイリンガル教育につ

いて、専門的な知識を有する者もいる。 
また、当該株式会社は、平成１６年から幼稚部を開設し、

現在は幼児期における基礎的な英語力や会話力の修得を目

標とする認定こども園を経営し、その実践的な英語教育は

高い評価を得ており、本町内外から１１０名の園児が通園

している。 
さらに、幼稚部で培った基本的な英語力を最大限に伸ば

すためには、１２歳までのバイリンガル教育を必要とする

方針の下、また、保護者からの強い要望もあって、当該株式

会社は平成２１年から小学部（私塾）を開設し、現在、１学

年から６学年まで、４３名が在籍している。 
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ここでの教育の目標は、ネイティブレベルの英語力を修

得し、英語で思考し表現を身に付けることとしているが、

日本の文化や生活習慣を大切にしながら、日本語で学習す

る科目、英語で学習する科目に分かれ、常に日本語、英語の

両方を学ぶ学習環境を整えており、子どもたちが将来中学

に進学した時でも日本独自の教え方にも対応できるものと

なっている。以上の理由により、学校外ではあるが、教育施

設としての自覚と責任に基づく運営がされていると認めら

れると共に、役員の学校経営に必要な知識及び経験があり、

社会的信望も高いものと判断したものである。 
③教育環境の改善について 

当該株式会社は、当該学校に在学する児童及び保護者の

ニーズに基づき、かつ変化する社会状況を考慮しながら、

教育環境の改善に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここでの教育の目標は、ネイティブレベルの英語力を修

得し、英語で思考し表現を身に付けることとしているが、

日本の文化や生活習慣を大切にしながら、日本語で学習す

る科目、英語で学習する科目に分かれ、常に日本語、英語の

両方を学ぶ学習環境を整えており、子どもたちが将来中学

に進学した時でも日本独自の教え方にも対応できるものと

なっている。以上の理由により、学校外ではあるが、教育施

設としての自覚と責任に基づく運営がされていると認めら

れると共に、役員の学校経営に必要な知識及び経験があり、

社会的信望も高いものと判断したものである。 
（追加） 
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